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   狭山市立保育所条例の一部を改正する条例 

 狭山市立保育所条例（昭和５５年条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表狭山市立狭山台南保育所の項中「狭山市狭山台４丁目１８番」を

「狭山市狭山台４丁目１８番地」に改める。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、給食調理の業務の全部を委託する保育所にあつては、

同項の調理員は、置かないことができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

 狭山市立保育所のうち、給食調理の業務の委託を行う保育所については、調理員を

置かないことができるようにするとともに、条文の整備をしたいので、この案を提出

するものである。 


